
 
 

消防本部消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

 平成２７年６月２４日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第３０号  

 

   亀山市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部を改正す

る規則  

 

 亀山市消防本部消防職員委員会に関する規則（平成１７年亀山市  

規則第１０９号）の一部を次のように改正する。  

 第 ４条第２号中「亀山消防署」の次に「及び指揮支援隊」を加え、

同条第３号中「関消防署」を「関分署及び北東分署」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


